
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE SENSHUKAI CO.,LTD.

終更新日：2016年4月18日
株式会社 千趣会

代表取締役社長 星野 裕幸

問合せ先：経営企画本部 経営企画部（06-6881-3220）

証券コード：8165

http://www.senshukai.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

当社グループは「コーポレート・ガバナンス」という概念を、企業活動において株主、顧客、従業員、取引先、地域社会といった様々な利害関係者
への社会的責任を果たすために必要不可欠なものとして認識し、透明性の高い経営システムの構築を図り、有効に機能させることが重要である
と考えています。
そのため、取締役の監督責任の明確化、コンプライアンス体制の強化、迅速かつ正確な情報開示（ディスクロージャー）の充実に努め、コーポレ
ート・ガバナンスを強化してまいります。
当社におきましては、委員会型の会社と比較しても、監査役設置会社がコーポレート・ガバナンスの実効性の観点から有効に機能しているもの
と判断し、社外取締役3名を含む取締役8名で構成される取締役会と社外監査役2名を含む監査役3名で構成される監査役会による監査役設置
会社制度を採用していきます。
なお，当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な枠組み及び考え方を「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」として取りまとめ，当社ウェ
ブサイトにおいて公開しております。
（http://www.senshukai.co.jp/main/top/ir/governance/index.html）

【補充原則４－11－３．取締役会全体の実効性に関する分析・評価結果の概要】
当社は、コーポレート・ガバナンスの有効性について、取締役会において議論し、その運用・実効性の確保等の促進を図ってまいりました。
今後、取締役会全体の実効性の分析・評価に関する結果の概要について議論し、適切に開示する方針であります。

【原則１－４．いわゆる政策保有株式】
（政策保有に関する方針等）
当社は、発行会社の事業との関連性、企業連携や事業シナジー、事業戦略、取引関係を総合的に勘案し、保有意義があると判断する政策保有
株式を保有します。
また、毎年、取締役会において、政策保有株式について報告し、取引実績や時価等を踏まえた上で、保有の継続について判断し、保有の意義が
低い政策保有株式を売却します。
（議決権行使に関する基準）
当社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、発行会社の中長期的な企業価値向上、当社グループへ不利益を与える可能性を総合的
に勘案した上で、個別に判断します。

【原則１－７．関連当事者間の取引】
当社は、役員及び主要株主等との取引を行う場合には、取締役会における承認及び報告を行うほか、取締役会規程等に基づく決裁事項としま
す。
上記の取締役会においては、原則として独立社外取締役の出席を要するものとし、意見等がある場合には取締役会議事録にその旨を記載しま
す。
毎年１回、当社（重要な子会社を含む）の全ての役員に対して、いわゆる関連当事者間の取引の有無を確認をするための調査を実施し、利益相
反の管理体制を構築するものとします。

【原則３－１．情報開示の充実】
（i）当社の経営理念・経営戦略・経営計画
当社ウェブサイト（http://www.senshukai.co.jp/main/top/ir/policy.html）をご参照ください。
（ii）コーポレートガバナンスの基本的な考え方と基本方針
本報告書I－１及び有価証券報告書並びに当社ウェブサイト（http://www.senshukai.co.jp/main/top/ir/governance/index.html）をご参照ください。
（iii）取締役等の報酬の決定方針・手続
役付取締役・取締役の報酬については、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、当社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、
人事評価報酬委員会の答申を踏まえて取締役会の決議により決定します。
また、インセンティブの一つとして、業績と連動する報酬・業績連動型株式報酬制度を設定します。
（iv）役員人事の指名等の方針・手続
当社は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模を勘案し、役員人事の指名等の方針と手続を、次のとおりとしま
す。
※取締役会は、取締役・監査役の全員について、いずれも、優れた人格・見識を有し、的確に経営に関する判断・執行・監督を行うことができる者
の中から、役位・役職ごとに、次の基準を満たす者を選任・指名します。なお、監査役については、監査役会の同意を要するものとします。
・役付取締役については、大所高所に立ち、迅速・果断・的確な判断力を有すること
・執行役員兼務取締役については、当社グループの事業に精通し、専門性に富んだ知識と能力を備え、迅速・果断・的確な判断力を有すること
・非常勤取締役については、当社グループの事業に精通し、客観的な助言を行うことができること
・社外取締役については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することができること
・独立社外取締役については、当社の独立性等に関する基準（原則４－９ご参照）を満たし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上



２．資本構成

【大株主の状況】

に寄与することができること
・常勤監査役については、当社内の情報収集能力と、適法性の監視機能を適正に発揮することができること
・独立社外監査役については、当社の独立性等に関する基準（原則４－９ご参照）を満たし、適法性の監視機能を適正に発揮することができること
(v)上記(iv)を踏まえ、具体的な状況に応じて、取締役会は、個々の候補者を選任し、あるいは指名した上、株主総会にその選任をお諮りします。

【補充原則４－１－１．経営陣への委任の範囲の概要】
取締役会は、重要な業務執行を決定しますが、その一部を取締役等に委ねる場合があります。その場合、取締役会規程等において、経営会議等
の決定機関並びに代表取締役社長以下本部長及び部長に至る意思決定者について、審議、承認、決裁等に関する権限を明確に定めるものとし
ます。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役及び独立社外監査役になる者について、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の独立性等に関する基準を
適用するものとします。
（独立性等に関する基準）
当社は、以下の（i）から（iv）について、社外取締役・社外監査役（候補者である場合を含む）が該当しない場合、当該社外取締役・社外監査役に独
立性があるものと判断します。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数として、（v）によるものとします。
（i）取引先
業務執行者として在職している会社が、当社から支払いを受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去３事業年
度の平均で１事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の２％以上の場合
（ii）専門家
法律、会計又は税務等の専門家として、当社からの報酬又は支払いが、個人の場合は、過去３事業年度の平均で１事業年度当たり1,000万円以
上となる場合。法人等の場合（個人が所属する場合）は、過去３事業年度の平均で当該法人等の売上高の２％以上の場合
（iii）寄付の提供先
業務執行者として在職する非営利団体に対する当社からの寄付金が過去３事業年度の平均で１事業年度当たり1,000万円又は当該団体の年間
総費用の30％のうち、いずれかの大きい額を超える場合
（iv）上記（i）から（iii）又は当社若しくは当社子会社の業務執行者の近親者
２親等以内の親族が、上記（i）から（iii）又は当社若しくは当社子会社の重要な業務執行者として在職している場合、又は過去５年間において在職
していた場合
（v）役員の兼任会社数
上場会社の役員（取締役、監査役又は執行役）の兼任は、当社のほかに４社以内とします。

【補充原則４－11－１．取締役会全体としての能力等及び選任に関する考え方】
原則３－１（iv）をご参照ください。

【補充原則４－11－２．取締役、監査役の兼任状況】
社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役・監査役の業務に振
り向けるものとします。取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する数は、合理的な範囲にとどめるよう、当社が独自に定める独立性等に関
する基準（原則４－９（v）ご参照）によることとし、当該兼任状況は、毎年、事業報告・有価証券報告書で開示します。

【補充原則４－14－２．取締役、監査役に対するトレーニング方針】
取締役及び監査役に対するトレーニングの方針については、取締役・監査役が自らの役割を十分に果たすべく、随時トレーニングを行うものとしま
す。
上記のトレーニングは、各取締役・監査役が、業務上必要な知識の習得等のため、また、時代の変化に応じた知識や情報を得ることで当社の発
展に寄与できることを目的とします。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主・投資家に正確な情報を適時・公平にご提供するとともに、建設的な対話を行い、長期的な信頼関係を積極的に構築することとし、
取締役会は、次の方針によるものとします。
（i）IR担当役員
IR担当部署である経営企画本部広報部を管掌する取締役をIR担当とします（個別面談の対応を含む）。
（ii）IR担当者
IR担当である経営企画本部広報部では、関連する他部署との情報共有を密にします。
（iii）投資家への対応
経営企画本部広報部において、個別面談にも積極的に対応するとともに、株主・投資家・アナリスト向けに半期毎の決算説明会を開催し、代表取
締役社長及びIR 担当取締役が直接説明します。
個人投資家に対しては、当社ウェブサイト（http://www.senshukai.co.jp/main/top/ir/invest/index.html）に専用のコンテンツを用意するとともに、当
社に対する理解向上を図ります。
（iv）役付取締役・取締役会へのフィードバック
IR活動のフィードバックについては、随時取締役会に報告を行い、取締役や監査役との情報共有を図ります。
（v）インサイダー情報の管理
株主・投資家・アナリストとの対話に際しては、当社グループのインサイダー取引禁止規程に基づき、インサイダー情報管理を徹底します。

外国人株式保有比率 10%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

J．フロント リテイリング株式会社 11,815,000 22.62

株式会社ブレストシーブ 3,650,000 6.99

凸版印刷株式会社 1,838,147 3.52



補足説明

３．企業属性

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

株式会社三井住友銀行 1,665,370 3.19

大日本印刷株式会社 1,511,663 2.89

株式会社みずほ銀行 1,219,961 2.34

千趣会グループ従業員持株会 1,097,734 2.10

日本生命保険相互会社 790,707 1.51

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 752,946 1.44

三井住友信託銀行株式会社 705,000 1.35

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

１．前事業年度末において主要株主でなかったJ．フロント リテイリング株式会社は、当事業年度末現在では主要株主となっております。

２．野村證券株式会社並びにその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL PLC,NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.及び野村アセ
ットマネジメント株式会社から、平成27年５月22日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書（変更報告書）により、平成27年５月15日現在
でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんの
で、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所 保有株券等の数 株券等保有割合
（千株） （％）

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 2,289 4.20
NOMURA INTERNATIONAL PLC 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, 506 0.93

United Kingdom
NOMURA SECURITIES Worldwide Plaza 309 West 49th Street －  －
INTERNATIONAL,Inc. New York, New York 10019-7316

野村アセットマネジメント 東京都中央区日本橋一丁目12番１号 169 0.32
株式会社

合計 － 2,965 5.22

なお、野村證券株式会社及びNOMURA INTERNATIONAL PLCの保有株券等の数には、新株予約権付社債の保有に伴う保有潜在株式の数が含
まれております。

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

―――

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

【取締役関係】

会社との関係(1)

会社との関係(2)

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数 2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

大石 友子 学者

佐野 利勝 他の会社の出身者 △ △

今津 貴博 他の会社の出身者 ○ ○

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大石 友子 ○ ―――

大学教授として長年女性の労働問題に精通
し、当社の主な顧客である働く女性に関してそ
の見識・経験等を活かし、社外取締役としての
職務を適切に遂行していただけるものと判断し
ております。

＜独立役員指定理由＞
京都学園大学の経営学部教授でありますが、
当社と同法人との間には特別な関係はなく、一
般株主と利益相反が生じるおそれがないと判
断して、独立役員に指定しております。

主に金融関係の会社で取締役を歴任されてお



任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

補足説明

【監査役関係】

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会社との関係(1)

佐野 利勝 ○

過去（15年前）に当社のメインバンクであ
る株式会社三井住友銀行の業務執行者
として勤務しておりました。また、過去に勤
務しておりましたSMBCコンサルティング
株式会社との直近事業年度における当社
と同社との当該取引金額の割合は0.１%未
満であります。

り、培ってきた豊富な知見・経験等を当社の経
営に反映していただけるものと判断しておりま
す。

＜独立役員指定理由＞
左記に記載のとおり、過去に当社のメインバン
クである株式会社三井住友銀行の業務執行者
として勤務しておりましたが、15年を経過し一
般株主と利益相反が生じるおそれがないと判
断して独立役員に指定しております。

今津 貴博 ―――

J．フロント リテイリング株式会社の経営戦略
部門に在籍し、事業経営に精通しており、当社
の事業に対して必要な協力、助言、提案等の
職務を適切に遂行いただけるものと判断して
おります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無 あり

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名） 委員長（議長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

人事評価報酬委員
会

5 0 3 1 0 1 社内取締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

人事評価報酬委員
会

5 0 3 1 0 1 社内取締役

人事評価報酬委員会は、人事・評価・報酬決定の透明性・妥当性を担保するため、取締役から委託を受け、人事・評価・報酬の検討評価を行い、
取締役会に答申する諮問委員会です。
また、その他は総務本部長であります。

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役と会計監査人は、定期的に監査方針等の協議を行うなど、監査を有効かつ効率的に行うための連携を図っております。
内部監査部門と監査役との会合は、年間4～5回程度開催され、内部監査部門は監査役に監査計画及び監査実施状況について報告し、意見交
換を行っております。 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m



会社との関係(2)

【独立役員関係】

その他独立役員に関する事項

【インセンティブ関係】

該当項目に関する補足説明

小泉 英之 公認会計士 △

森本 宏 弁護士 ○

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小泉 英之 ○

過去に当社の会計監査人であるセンチュ
リー監査法人（現 新日本有限責任監査
法人）に所属しておりました。当社と同監
査法人との間には、監査報酬の支払い等
の取引関係があります。しかしながら、当
社グループが支払った監査報酬等が同
監査法人の総収入に占める割合は0.1%未
満であります。また、小泉公認会計事務
所代表でありますが、当社と同事務所と
の間に特別な利害関係はありません。

公認会計士としての専門性の高い知識と経験
が、監査役としての職務に適格であると判断し
ているため。

＜独立役員指定理由＞
左記に記載のとおり過去に当社の会計監査人
である新日本有限責任監査法人に所属してお
りましたが、同法人との取引額も軽微であり、
一般株主と利益相反が生じるおそれがないと
判断して、独立役員に指定しております。

森本 宏 ○

当社は森本 宏氏が代表社員を務める弁
護士法人北浜法律事務所及びＣＥＯを務
める北浜法律事務所グループに所属する
他の弁護士個人と法律顧問契約を締結し
ておりますが、当該顧問料及びその他の
報酬額を合わせても同グループの総収入
における割合は、1%未満であります。

今後ますます重要となるコンプライアンス経営
に、弁護士としての知識と見識を発揮してもら
う
ため。

＜独立役員指定理由＞
左記に記載のとおり、当社は北浜法律事務所
グループと取引はありますが、その取引額も軽
微であり、一般株主と利益相反が生じるおそれ
がないと判断して、独立役員に指定しておりま
す。

独立役員の人数 4 名

当社が独自に策定する独立性等に関する基準については、【原則４－９】をご参照ください。
なお、独立役員の要件を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況 業績連動型報酬制度の導入

当社は、取締役（社外取締役を除く）及び執行役員に対し、短期的な業績と連動する報酬のほか、中長期的な業績の向上並びに企業価値の増大
に貢献する意識を高めることを目的として業績連動型株式報酬制度を導入しております。



該当項目に関する補足説明

【取締役報酬関係】

該当項目に関する補足説明

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

ストックオプションの付与対象者

―――

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

取締役及び監査役に対する報酬
取締役 ９名 241百万円（うち社外取締役 ２名 17百万円）
監査役 ５名 41百万円（うち社外監査役 ２名 10百万円） 

（注）１．上記には、平成27年３月27日開催の第70期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名を含んでおります。
２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役の報酬限度額は、平成19年３月29日開催の第62期定時株主総会において年額４億円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と

決議いただいております。
４．監査役の報酬限度額は、平成19年３月29日開催の第62期定時株主総会において年額７千万円以内と決議いただいております。

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無 あり

当社は役員に対し、日々の業務執行の対価として、株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で役位、経歴等を勘案し報酬を支払います。
取締役等の報酬の決定方針・手続につきましては、【原則３－１】（iii）をご参照ください。

社外取締役には、イントラネットで必要な資料等をいつでも閲覧可能な体制をとっております。
現在、監査役専任スタッフ1名を置き、社外監査役のサポート体制をとっております。 

当社は、取締役８名のうち３名は社外取締役が就任し、１名は大学教授として女性の労働問題に精通し、当社の主な顧客である働く女性に関して
見識・経験を活かし、１名は金融関係の会社で取締役を歴任したことで培ってきた豊富な知見・経験を活かし、当社の経営に反映していただいて
おります。いずれも客観的な立場で取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために有効な意見を述べており、また監査役３名のうち２名
は社外監査役で１名は公認会計士としての専門的見地から、１名は弁護士としての専門的見地から適宜必要な発言を受け監査役体制の強化を
図っており、監査役設置会社制度がコーポレート・ガバナンスの実効性の観点から有効に機能しております。

各機関等の運営・機能については以下のとおりです。
[取締役会]
原則として月１回開催し、取締役及び監査役が出席し、法令、定款及び取締役会規程に定められた重要な事項の審議・決定を行っております。
[経営会議]
原則として毎週開催し、常勤の取締役及び監査役並びに代表取締役社長の指名を受けた執行役員等が出席のもと、取締役会から委任を受けた
重要な事項の迅速な審議・決定及び各部門の執行状況のチェックを行っております。
[監査役会]
監査役全員により構成し、取締役会その他の重要会議への出席、各決裁文書の閲覧等により、経営の意思決定や業務執行状況の適法性及び
妥当性について監査しております。
[内部監査部門]
年間を通じた監査活動により、各部門の業務執行・手続の適法性、準拠性、効率性等を細部に亘りチェックしております。
[内部監査、監査役監査及び会計監査の状況]
内部監査部門につきましては、事業部門に対し、業務監査、会計監査、システム監査等を行い、代表取締役社長及び取締役会並びに常勤監査
役にその状況を報告するとともに、改善事項の提言及び改善状況の確認等を行っております。
監査役については、取締役会等の重要会議に出席するほか、常勤監査役が中心になり業務監査、会計監査等を行うなどして、取締役の職務執
行を監査しております。
会計監査及び内部統制監査につきましては、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、当社グループのあらゆる情報・データを提供
し、迅速正確な監査を実施しうる環境を整備しております。監査役・内部監査部門・会計監査人は、定期的に監査方針等の協議を行うなど、監査
を有効かつ効率的に行うための連携を図っております。
業務を執行した公認会計士の氏名、監査法人名及び継続監査年数並びに監査補助者の構成は以下のとおりであります。
公認会計士の氏名、所属する監査法人名
指定有限責任社員・業務執行社員 松 村 豊 新日本有限責任監査法人



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

指定有限責任社員・業務執行社員 和田林 一毅 新日本有限責任監査法人
＊継続監査年数については、全員７年以内であるため記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名 その他の監査従事者 18名
なお、監査役・内部監査部門・会計監査人は、定期的に監査方針等の協議を行うなど、監査を有効かつ効率的に行うための連携を図っておりま
す。
上記に関しましては、【原則３－１】（iii）（iv）をご参照ください。

上記（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）で記載しておりますとおり、監査役設置会社制度がコーポレート・ガバナンスの実効性の観点
から有効に機能していると判断し、現在の体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

２．ＩＲに関する活動状況

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
定時株主総会開催日の３週間以上前の早期発送を行っております。
また、WEBによる招集通知の早期開示にも努めております。

電磁的方法による議決権の行使
議決権行使の利便性を高めるため、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使を可能と
しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

平成19年３月開催の第62期定時株主総会より、(株)ICJが運営する機関投資家向け議決権行
使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
当社ホームページに招集通知（日本語版、英訳版）を掲載しております。当社の総会資料は
http://www.senshukai.co.jp/soukaiからご覧いただけます。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社グループは、金融商品取引法及び当社が株式を上場している東京証券
取引所が定める適時開示規則に沿ってディスクロージャーを行なっておりま
す。
投資判断に影響を与える決定事項、発生事実、決算に関する情報が発生した
場合、また、適時開示規則に該当しない情報についても、当社を理解して頂く
ために有効と思われる情報は、公平かつ適時・正確に開示する方針でありま
す。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期決算発表（7月）、本決算発表時（2月）の年2回アナリスト・機関投 
資家及び報道機関に対して決算説明会を行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載

IR資料として、制度的開示資料の決算短信(和・英両文)、有価証券報告書、
株主総会招集通知を、自主的開示資料として、中長期経営計画概要
(和・英両文)、ファクトブック（和英併記）、プレスリリース、決算説明会資料(和・
英両文)、事業報告書（株主通信）を開示しております。
当社のIR資料はhttp://www.senshukai.co.jpからご覧いただけます。

IRに関する部署（担当者）の設置
IR担当部署名は、経営企画本部 広報部となっております。
IRを担当する役員といたしましては、取締役執行役員経営企画本部長の内藤
剛志が担当しております。

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は平成17年11月よりCSR活動に取り組んでおります。またCSRポリシーを制定し、更なる
CSRの推進に取り組んでおります。また、平成22年より環境・社会貢献レポートを作成し、毎年、
情報開示の充実に取り組んでおります。
当社のCSR活動につきましては、
http://www.senshukai.co.jp/csrからご覧いただけます。

その他
取締役は男性７名、女性１名（うち社外取締役は男性２名、女性１名）、執行役員は男性10名、
女性１名で構成しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは「コーポレート・ガバナンス」を有効に機能させ、強化するために下記内容の内部統制システムの整備を構築し、コンプライアンス
の強化、業務執行の効率性、リスク管理体制の確立を目指します。

1．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンスについては、「千趣会グループコンプライアンス・ポリシー」を制定し、法令や社内規則などにおける違反等の潜在的リスクに対
し早期に対処するために、内部通報制度として「企業倫理ヘルプライン」を開設する。
(2)役員（取締役・監査役・執行役員）及び使用人にコンプライアンス上の問題が発生した場合には、規程に基づき、社内における窓口、あるいは
社外窓口としての「企業倫理ヘルプライン」を通じて、役員に関しては「監査委員会」に、使用人に関しては「倫理コンプライアンス委員会」に付議
し、審議する。
(3)役員及び使用人に対しては、「千趣会人心得」と「千趣会行動ケースブック」を配付し、日々の行動の指針として活用する他、e-ラーニング・イン
トラネット等でコンプライアンス教育を適宜実施する。
(4)会社における内部統制については、代表取締役社長直轄の監査室が規程に基づき、業務運営の状況の把握と改善を図るため、内部監査を実
施し、代表取締役社長に報告する。
(5)知的財産権に関しては、事前にリスクマネジメント部がチェックするほか、製造物責任については「品質管理委員会」で販売規制商品の検討・決
定を行う。

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「文書取扱規程」、「データ管理規程」に基づき保存・管理を徹底する。
(2)会社の重要な機密事項に関しては、別途、「機密文書取扱規程」を設け厳重に管理を行う。
(3)重要な規程の改訂は取締役会の承認を得て実施する。
(4)取締役の職務の執行に係る情報は、取締役及び監査役がイントラネットにて常時閲覧可能な状態にする。

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)会社の経営の根幹に係わるリスクを分類し、各リスクごとに所管部又は委員会を設けることで管理体制を明確にし、問題発生時に迅速に対応
する体制を整えたうえで、各リスクの管理状況を毎月「リスク管理統括委員会事務局」に報告する。

また、事務局は月次報告を取りまとめたうえで毎月、緊急時には、所管部又は委員会が速やかに経営会議のメンバーで構成する「リスク管理統
括委員会」に報告する。
(2)危機管理における具体的な対応については、必要に応じ各リスクごとにマニュアルを整備し、迅速な対応が図れる体制をとる。
(3)取締役の不測の事態に対する体制として、業務代行が円滑に行える体制を整備する。

4．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)「社規」、「決裁事項申請に関する規程」を制定し、取締役会、経営会議、監査役会等の役割、使用人の職位、職務分担、職務権限、役割、決裁
権限等を明確に規定し、業務の効率性を確保する体制をとる。
(2)取締役会の透明性を高め、監督機能の強化を図るため、社外取締役（非常勤）制度を導入する。
(3)「執行役員制度」「事業本部制」を導入し、経営の意思決定機能と業務執行機能の権限・責任を明確化することにより、経営の効率化を図る。
(4)取締役会とは別に、原則として常勤の取締役・監査役で構成する「経営会議」を設け、取締役会から委任された重要な業務執行について決議
し、迅速な意思決定を行える体制をとる。

5．当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社及びグループ会社は、グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするために、「関係会社管理規程」を策定・実施し、50％
超出資の子会社の重要な事項については、親会社で承認する体制をとる。
(2)各主管部が子会社を主管することで、親子会社間の指揮・命令・意思疎通の連携を密にし、指導・助言・評価を行いながらグループ全体として
の業務の適正化を図る。
(3)事業子会社のうち取締役会非設置会社は、毎月開催する定例会議において各種報告を行う。事業子会社は、毎月開催する月次会議で売上・
利益の報告を共有し、少なくとも年１回、当該事業子会社の代表取締役社長から当社代表取締役社長へ直接報告を行う。
(4)監査法人と親会社の取締役の間で定例的な会議を実施し、グループ全体の状況について意見交換を行う。
(5)グループ会社共通の「インサイダー取引規程」、「内部通報に関する規程」を策定し、グループ会社の役員及び使用人に対して共通のコンプライ
アンス教育を実施する。
(6)グループ中長期経営計画を策定し、効率的に運営する。
(7)子会社の役員人事は「人事委員会」で、子会社の代表取締役社長は取締役会で選解任を行う。
(8)グループ会社は、それぞれリスクの度合いに応じて規程を整備し管理する。
(9)当社取締役、監査役、執行役員及び従業員が必要に応じてグループ会社の取締役及び監査役を兼任するとともに、「関係会社管理規程」に基
づきグループ会社の業務を所管する部門と連携し、グループ会社における法令遵守及び業務の適正性を確保するための指導・支援を実施する。

6．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関す
る事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役会からの求めに応じ、監査役専任スタッフ１名を置く。
(2)監査役専任スタッフの任命及び異動・人事評価・懲戒処分に関しては、監査役会の意見を 大限尊重する。
(3)監査役の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権限は、監査役に帰属するものとする。

7．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確
保するための体制
(1)常勤監査役は必要に応じて主要な会議に出席し、経営状況その他重要な情報の報告を受ける。
(2)常勤監査役は「リスク管理統括委員会」に出席するとともに、リスク管理に関する各委員会又は所管部から、「企業倫理ヘルプライン」における
重大な事項その他会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は、直ちに監査役会に報告する。
(3)監査役が閲覧を必要とする資料については、要請があり次第いつでも閲覧に応じることとする。
(4)監査部門が実施した内部監査の結果を報告する。
(5)監査役は代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を実施する。
(6)監査役監査を定期的に実施することにより、業務執行役員及び重要な使用人からヒアリングを実施する。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(7)必要に応じて、監査役会からの要請により、専門家の助言を得られるべく対応する。
(8)当社及びグループ会社から連絡を受けた「倫理コンプライアンス委員会」における委員長は、従業員の重大な不正行為等の事実又はその疑い
がある場合は、監査役会に報告する。

8．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
前号の報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう必要な措置を講ずるものとする。

9．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項
(1)監査役の職務の執行上必要と認められる費用について予算化し、その前払等の請求があるときは当該請求が適正でない場合を除き、速やか
にこれに応じることとする。
(2)会社のために必要と認める場合には、予算外費用を会社は承認する。

10．財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)金融商品取引法をはじめ関係法令の定めるところに従い、財務報告に係る内部統制の信頼性の評価及び外部報告を実施する。
(2)財務報告に係る内部統制の有効性の評価にあたって、一般に公正妥当と認められる評価の基準に準拠した手続を定め、これに従う。
(3)財務報告に係る内部統制の有効性を確保するため、定期的に全社を対象とした内部監査を実施し、不備の発見並びに是正を行い、継続的に
改善に努める。
(4)代表取締役社長に求められている有効な内部統制の整備及び運用、並びに財務報告に係る内部統制の評価及び外部報告を補佐するため、
監査室は「財務報告に係る内部統制の整備・運用規程」に基づき、内部監査を実施し監査結果を代表取締役社長に報告する。

当社は、「コンプライアンスポリシー」及び「反社会的勢力による被害を防止するための指針」を定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的
勢力に対しては毅然とした対応で臨み、一切関係を持たないことを宣言し、役職員に周知徹底する。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

該当項目に関する補足説明

買収防衛策の導入の有無 あり

当社は、平成19年３月29日開催の第62期定時株主総会において、株主の皆様のご承認により、平時の買収防衛策として「当社株式の大量買付
行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入いたしました。その後、第63期定時株主総会並びに第66期定時株主総会において、一部改訂及び継
続について、株主の皆様のご承認をいただき、「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「現行プラン」といいます。）を継
続いたしました。その後の買収防衛策をめぐる諸々の動向を踏まえ、当社における平時の買収防衛策の在り方につき、その後も検討を進めてま
いりました。その結果、平成26年３月28日開催の第69期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）において、当社の企業価値・株主の皆様の
共同の利益の確保・向上のための取組みとして、当社に対する濫用的な買収等を未然に防止するため、下記のとおり現行プランを一部改訂し、
継続することを株主の皆様にご承認いただきました（以下、改訂後のプランを「本プラン」といいます。）。

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容
当社は、株式の大量の買付けであっても、当社の企業価値の向上・株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではあ
りません。また、会社の支配権の移転を伴うような大量の株式の買付提案に応じるか否かの判断は、 終的には株主の皆様の総意に基づき行
われるべきものであります。
しかし、株式の大量の買付行為の中には、特定の資産や技術のみを買収の対象とするなど、その目的等から見て企業価値・株主の共同の利益
に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付行
為について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示し
た条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値の向上・株主の共同の利益に資さないも
のも少なくありません。
当社は、このような不適切な株式の大量買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者
による大量買付行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値の向上ひいては株主共同の利益を確保する必要がある
と考えます。

２．基本方針の実現に資する特別な取組みの内容
当社グループは、企業価値の向上を実現するため、平成26年１月から平成30年12月までの５年間を計画期間とする新たな中長期経営計画『Inno
vate for Smiles 2018』を策定し、実行してまいりましたが、「第２ 事業の状況 ４ 対処すべき課題 (1)当面の対処すべき課題の内容等」にも記載
のとおり、基本方針は引継ぎながら戦略の一部見直しを行い、引き続き実行してまいります。
当社グループは、この「中長期経営計画」を着実に実行することが当社グループの企業価値を向上させ、ひいては株主の皆様のご期待に応える
ところであると確信しております。また、平成17年度より株主の皆様への利益還元について新たな方針を掲げておりますが、今後も業績に応じた
利益還元を積極的に実施してまいります。更に、今後も企業にとってＣＳＲ（社会的責任）とコンプライアンス（法令遵守）がますます求められており
ます。当社グループは、これらの実践を経営の重要課題として位置付け、その結果として業績を上げることで更なる企業価値（株主価値）の向上
を図ってまいります。
当社は、経営基盤の強化を図るとともに、株主各位に対しましては、配当性向を考慮し安定的な配当の維持及び業績に応じた適正な利益還元を
基本としております。株主の皆様への利益配分の方針として、30％の連結配当性向を目安として継続的な利益還元に努めてまいります。

３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの内容
(ア)本プラン導入の目的
本プランは、上記１に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されるもので
す。
当社取締役会は、当社株式に対する大量買付行為が行われる場合に、買付者及び買付提案者（以下、併せて「買付者等」といいます。）に対して
事前に当該買付行為に関する情報提供を求め、これにより買付けに応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案
を提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠であると判断しました。
そこで、当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
の一環として、本総会で株主の皆様にご承認いただけることを条件として、本プランの継続を決定いたしました。
なお、本プラン継続を決定した時点におきましては、特定の第三者より当社取締役会に対して大量買付行為に関する提案を受けている事実はあ
りません。
(イ)本プランの内容
(Ａ)対象となる買付け等
本プランにおいては、次の1.又は2.に該当する買付けがなされる場合に、本プランに定める手続に従い発動されることになります。
1.当社が発行者である株券等(注1)について保有者(注2)の株券等保有割合(注3)の合計が20％以上となる買付け
2.当社が発行者である株券等(注4)について、公開買付け(注5)に係る株券等の株券等所有割合(注6)及びその特別関係者(注7)の株券等所有割
合の合計が20％以上となる公開買付け

(注1) 金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。以下別段の定めがない限り同じです。
(注2) 金融商品取引法第27条の23第３項に規定する保有者を意味します。以下別段の定めがない限り同じです。
(注3) 金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合を意味します。以下別段の定めがない限り同じです。
(注4) 金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等を意味します。以下2.において同じです。
(注5) 金融商品取引法第27条の２第６項に規定する公開買付けを意味します。以下別段の定めがない限り同じです。
(注6) 金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合を意味します。以下別段の定めがない限り同じです。
(注7) 金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者を意味します。ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者に

よる株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第１項で定める者を除きます。以下別段の定めがない限り同じです。
(Ｂ)買付者等に対する情報提供の要求
買付者等が買付け又はその提案（以下、併せて「買付け等」といいます。）を行う場合には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、まず、
その実施に先立ち、当社取締役会に対して当該買付者等が買付けに際して本プランに定める手続を遵守する旨の意向表明書を提出していただ
きます。意向表明書は当社取締役会の定める書式によるものとし、買付者等の名称・住所・設立準拠法・代表者の氏名・国内連絡先・買付け等の



概要を明示していただきます。
次に、当社取締役会は、意向表明書受領後５営業日以内に、買付者等に対し、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成等の
ために提供していただくべき情報（以下、「本必要情報」といいます。）のリストを交付します。提供していただく情報の具体的内容は、買付者等の
属性、買付け等の内容により異なりますが、項目の具体例としては以下のものが挙げられます。
1.買付け等の具体的内容

(a)買付けの目的、方法及び内容（買付けの時期、関連する取引の仕組み、買付方法の適法性、買付け実行の確実性等を含みます。）
(b)買付け等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が存する場合にはその内容
(c)買付対価の内容（価額・種類等）、対価の算定根拠（算定の前提となる事実や仮定、算定方法、算定に用いた数値情報及び買付けに係る

一連の取引により生じることが予想されるシナジーの額及びその算定根拠等を含みます。）
(d)買付資金の裏付け、買付者等に対する資金の供与者（実質的供与者を含みます。）の具体的名称及び資金の調達方法（関連する取引の

内容を含みます。）
(e)買付けを行った後の当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等の内容
(f)買付け後における当社及び当社グループの従業員、取引先、顧客等の利害関係人の処遇方針
(g)その他、当社取締役会が合理的に必要と判断する情報

2.買付者等に関する事項
買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構
成、経歴又は沿革を含みます。）、事業内容、財務状態、経営状態及び業績、過去の企業買収の経緯及びその結果、過去の法令違反行為の有
無とその内容、役員の経歴等

当社取締役会は、当初提供していただいた情報だけでは、株主の皆様の判断に資する意見を形成するには不十分であると考えられ、かつ、追
加情報の必要性につき特別委員会からも書面による賛同を得られる場合、十分な情報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくよう要請しま
す。ただし、買付者等が回答を行う期間（以下、「情報提供期間」といいます。）は、本必要情報のリスト発送日から起算して60日を上限として設定
され、本必要情報が十分に揃わない場合でも情報提供期間が満了したときは、買付者等との情報提供に係るやりとりを打ち切って、下記（Ｃ）の手
続に入るものとします。

意向表明書が提出された事実及び当社に提供された情報については、株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と
判断する時点で、その全部又は一部を開示します。
(Ｃ)取締役会の買付内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示

上記（Ｂ）に基づき、当社取締役会が求めた情報が十分に揃ったと特別委員会の賛同を得られた場合又は情報提供期間が満了した場合、当社
取締役会によるこれらの情報の評価・検討、買付者等との交渉あるいは買付け等に対する意見形成、代替案の策定等を行うための時間的猶予と
して、当該買付け等の内容に応じて下記1.又は2.による期間（以下、「評価期間」といいます。）を設定し、すみやかに情報開示を行います。
1.対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合には60日
2.その他の買付けの場合には90日

当社取締役会は、評価期間内において、買付者等から提供された情報・資料に基づき、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益の確保・向
上の観点から、買付者等の買付内容の評価・検討等を行います。また、当社取締役会は、必要に応じて、当社の企業価値・株主の皆様の共同の
利益の確保・向上の観点から当該買付内容を改善させるために、当該買付者等と協議・交渉を行うとともに、株主の皆様に対する代替案の提示
を行うものとします。

なお、当社取締役会は、評価期間内に本プランの発動又は不発動に関する決定を行うに至らない場合には、その決議により、買付者等の買付
内容の検討、買付者等との交渉、代替案の作成等に必要とされる合理的範囲内で評価期間を延長することができます（ただし、評価期間は延長
も含め120日間を上限とし、再延長はしないものとします。）。この場合、当社取締役会は評価期間を延長するに至った理由、延長期間その他適切
と認める事項について、当該延長の決議後速やかに情報開示を行います。
(Ｄ)特別委員会による勧告
1.特別委員会について
当社は、上記(Ｃ)に定める買付者等との協議、交渉、評価期間の延長、及び下記2.に定める発動事由の該当性等に関する当社取締役会の判断
の客観性・合理性を担保するため、特別委員会を別途設置しております。
特別委員会は、特別委員会規程に定められた手続に従い、買付者等の買付内容につき評価・検討し、当社取締役会に対する勧告を行います。
特別委員会が評価・検討等を行うに当たっては、その判断が企業価値、株主の皆様の共同の利益に適うものとなることを確保するため、当社の
費用により独立した第三者である専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得ることができるものとしています。
特別委員会の決定は、原則として構成員全員が出席し、その過半数をもってこれを行うものとし、当社取締役会はその勧告を 大限尊重して
終的な決定を行います。

特別委員会を構成する委員は３名以上とし、概要として以下の条件を満たした者の中から当社取締役会により選任され、原則として当社に対す
る善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者をいいます。
(a)現在又は過去において当社、当社の子会社又は関連会社（以下、併せて「当社等」といいます。）の取締役（ただし、社外取締役を除きます。以
下同じ。）、又は監査役（ただし、社外監査役を除きます。以下同じ。）等となったことがない者
(b)現在又は過去における当社等の取締役又は監査役の親族でない者
(c)当社等との間に特別の利害関係がない者
(d)実績ある法人経営者、弁護士、公認会計士、若しくは有識者又はこれらに準ずる者
2.特別委員会による本プラン発動の勧告
特別委員会は、買付者等による買付け等が以下の事由（以下「発動事由」といいます。）のいずれかに該当し、本プランを発動することが相当と認
められる場合には、当社取締役会に対して、本プランの発動（具体的な対抗措置の内容は下記(Ｆ)に記載のとおりです。）を勧告します。
(a)本プランに定める手続を遵守しない買付け等である場合
(b)次の(i)から(iv)までに掲げる行為等により、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付け等
である場合
(i)買付者等が真に会社経営に参画する意思がないにも拘わらず、ただ株価をつり上げて、買い占めた株式について当社側に対して高値で買取り
を要求すること（いわゆるグリーンメイラーであること）。
(ii)当社の経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業経営上必要となる重要な知的財産権、ノウハウ、企業機密情報、主要取
引先や顧客等の資産等を廉価に取得する等、会社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うこと。
(iii)当社又は当社グループ会社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用すること。
(iv)当社の経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の不動産、有価証券等の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、そ
の処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜けること。
(c)強圧的二段階大量買付け（ 初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしない
で、公開買付け等の株式買付けを行うこと。）等、当社の株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付け等である場合
(d)当社に、当該買付け等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えることなく行われる買付け等である場合
(e)当社株主に対して、本必要情報その他買付け等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供することなく行われる買付
け等である場合
(f)買付け等の条件（対価の価額・種類、買付けの時期、買付方法の適法性、買付け実行の確実性、買付け後における当社の従業員、取引先、顧
客その他当社に係る利害関係者の処遇方針等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み著しく不十分又は不適当なものである場合



(g)当社の持続的な企業価値増大の実現のために必要不可欠な従業員、顧客を含む取引先、債権者などの当社に係る利害関係者との関係を破
壊し、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある買付け等である場合

ただし、特別委員会は、権利確定のための基準日の前後の如何に拘わらず、上記勧告後買付者等が買付けを撤回した場合、その他買付け等
が存しなくなった場合、又は上記勧告の判断の前提となった事実関係に変動が生じ、買付者等による買付け等が発動事由に該当しないと判断す
るに至った場合には、改めて本プランの発動の中止又は撤回を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものとしま
す。

なお、特別委員会は、本プランの発動が相当であると判断する場合でも、その発動について株主総会の決議を得ることが相当であると判断す
るときは、当社取締役会に対して、株主総会の招集、本プラン発動に関する議案の付議を勧告するものとします。
3.特別委員会による本プラン不発動の勧告

特別委員会は、買付者等が上記（Ｂ）及び（Ｃ）に定める情報提供並びに評価期間の確保、その他本プランに定める手続を遵守していると判断
し、その他、買付者等から提供された情報・資料の評価・検討並びに当社取締役会による買付者等の協議・交渉の結果、買付者等による買付け
等が、発動事由のいずれにも該当しないと判断するに至った場合には、当社取締役会に対して本プランの不発動を勧告します。

ただし、特別委員会は、当該判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付け等が発動事由のいずれかに該当すると認め
られるに至った場合には、改めて本プランの発動を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものとします。
(Ｅ)取締役会の決議

当社取締役会は、上記（Ｄ）による特別委員会の勧告を 大限尊重し、本プランの発動若しくは不発動あるいは発動の中止又は撤回を 終的に
決定いたします。当社取締役会は、斯かる決定を行った場合、当該決定の概要、特別委員会の勧告の概要その他当社取締役会が適切と認める
事項について、決定後速やかに情報開示を行うものとします。

また、当社取締役会は、特別委員会から本プラン発動に係る株主総会の招集を勧告された場合には、実務上可能な限り 短の期間で株主総
会を開催できるように、速やかに株主総会を招集し、本プラン発動に関する議案を付議するものとします。取締役会は、株主総会において本プラ
ン発動の決議がなされた場合には、株主総会の決定に従い、本プラン発動に必要な手続を遂行します。買付者等は、本プランに係る手続の開始
後、当社取締役会が本プランの発動又は不発動に関する決議を行うまでの間、又は、上記株主総会が開催される場合には当該株主総会におい
て本プラン発動に関する決議がなされるまでの間、買付等を実行してはならないものとします。
(Ｆ)具体的方策の内容

当社取締役会が不適切な買付け等に対抗するための具体的方策は、新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の無償割当の方法によ
る発行によります。

本新株予約権の主な内容は、以下のとおりです。
1.割当対象株主

本新株予約権の発行に関する決議（以下、「本新株予約権発行決議」といいます。）を行う時に当社取締役会が定める基準日（以下、「割当期
日」といいます。）における 終の株主名簿に記録された株主に対し、その保有株式（ただし、当社の保有する当社株式を除きます。）１株につき本
新株予約権１個の割合で、本新株予約権を割当てます。
2.本新株予約権の目的とする株式の種類及び数

本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、別途調整がない限り１株としま
す。
3.本新株予約権の総数

割当期日における 終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の保有する当社株式の数を除きます。）を上限とします。
4.本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

本新株予約権の行使により交付される株式１株当たりの払込金額は、１円とします。
5.本新株予約権の行使期間

本新株予約権無償割当の効力発生日から３週間を経過した日から６ヶ月を経過した日までとします。ただし、行使期間の 終日が払込取扱場
所の休業日にあたるときは、その翌営業日を 終日とします。
6.本新株予約権の行使条件
(a)(i)「特定大量保有者(注1)」、(ii)「その共同保有者(注2)」、(iii)「特定大量買付者(注3)」、(iv)「その特別関係者(注4)」、もしくは(v)「上記(i)ないし(iv)
記載の者から本新株予約権を当社取締役会の承

 認を得ることなく譲受けもしくは承継した者」、又は(vi)「上記(i)ないし(v)記載の者の関連者(注5)」（以下(i)ないし(vi)に該当する者を「非適格者」と
総称します。）のいずれにも該当しない者のみが、本新株予約権を行使することができます。また、国内外の適用法令上、本新株予約権を行使す
ることにより所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができません。

(注1) 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等について、20％以上の株券等保有割合を保有する者又は20％以上保有することに
なると当社取締役会が認める者をいいます。

(注2) 「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第５項に定義される者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をいい
ます。なお、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。

(注3) 「特定大量買付者」とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等（同法第27条の２第１項に定義されております。）の買付け等
（同法第27条の２第１項に定義されております。以下(注3)において同じであります。）の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の
所有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第７条第１項に定める場合を含みます。）に係る株券等（同法第27条の２第１項に定義され
ております。）の株券等所有割合（同法第27条の２第８項に定義されております。以下(注3)において同じであります。）とその者の特別関係者の株
券等所有割合とを合計して20％以上となる者をいいます。

(注4) 「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の２第７項に定義される者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をいい
ます。ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者
を除きます。

(注5) ある者の「関連者」とは、実質的にその者が支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認
めた者、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。
(b)上記(a)にかかわらず、下記(i)ないし（iv）の各号に記載される者は、特定大量保有者又は特定大量買付者に該当しないものとします。

(i)当社、当社の子会社又は当社の関連会社
(ii)当社を支配する意図なく特定大量保有者となった者であると当社取締役会が認めた者であって、かつ、特定大量保有者となった後10日間（た

だし、当社取締役会は係る期間を延長することができます。）以内にその保有する当社の株券等を処分等することにより特定大量保有者ではなく
なった者
(iii)当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、当社の特定大量保有者になった者であると当社取締役会が認め
た者（ただし、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除きます。）
(iv)その者が当社の株券等を取得又は保有することが当社の企業価値、株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者（当社取締役会
は、いつでもこれを認めることができます。また、一定の条件の下に当社の企業価値、株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合
には、当該条件が満たされている場合に限ります。）
7.本新株予約権の取得
(a)当社は、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会の決定により、本新株予約権の
無償割当の効力発生日から本新株予約権の行使期間が満了する時までの間で当社取締役会が定める日において、全ての本新株予約権を無償
で取得することができるものとします。



２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

(b)当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者の有する新株予約権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日ま
でに未行使の本新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式１株を交付することができま
す。当社が取得を実施した以降に、非適格者以外の第三者が譲渡等により非適格者が有していた本新株予約権を有するに至った場合には、当
該本新株予約権につき、当社は斯かる本新株予約権の取得を行うことができます。
8.本新株予約権の譲渡

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。
(Ｇ)本プランの有効期間並びに継続、廃止及び変更

本プランの有効期間は、平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時までとします。ただし、斯かる有効期間の満了前であっても、当社の
株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、又は当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プ
ランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。従って、本プランは株主の皆様のご意向によって
これを廃止させることが可能です。

また、当社は金融商品取引法等、関係法令等の改正・整備等を踏まえた当社取締役会の検討に基づき、企業価値・株主の皆様の共同の利益
の確保・向上の観点から、必要に応じて本プランを見直し、又は変更する場合があります。

本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実、並びに変更の場合には変更内容その他当社取締役会が適切と認める事
項について、情報開示を速やかに行います。

４．不適切な支配の防止のための取組みについての当社取締役会の判断及びその判断に係る理由
(ア)本プランが基本方針に沿うものであること

 本プランは、当社株式に対する大量買付行為が行われる場合に、買付者等に対して事前に当該買付行為に関する情報提供を求め、これによ
り買付けに応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主
の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、
基本方針に沿うものです。
(イ)当該取組みが当社の株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

当社は次の理由から、基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取組みは、当社株主の共同の利益を損なうものでなく、ま
た、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えています。
(Ａ）買収防衛策に関する指針及び在り方の要件を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する
指針」に定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を完全に充足して
いること及び平成20年６月30日に経済産業省企業価値研究会から発表された「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容にも
充足しております。
(Ｂ）株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項）

本プランは、平成26年３月28日に開催の当社第69期定時株主総会において承認され、継続されたものであります。
また、上記３．(イ)(Ｇ)「本プランの有効期間並びに継続、廃止及び変更」に記載したとおり、本プランは有効期間を約３年間とするいわゆるサンセッ
ト条項が設けられており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において上記の委任決議を撤回する旨の決議がなされた場
合、当社の株主総会で選任された取締役により構成される当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランは
その時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの導入及び廃止は、当社の株主の皆様の意思に基づくこととなっております。
(Ｃ）合理的かつ客観的な発動事由の設定
本プランは、上記３．(イ)(Ｄ)2.に記載したとおり、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定され
ており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。そして、斯かる発動事由は、わが国における
裁判例の分析や上記「指針」等を参考に、適切かつ合理的な買収防衛策の在り方を精緻に分析したうえで設定されたものであります。
(Ｄ）特別委員会の設置
当社は、買付者等との協議、交渉、評価期間の延長及び発動事由の該当性等に関する当社取締役会の判断の客観性・合理性を担保するため、
特別委員会を別途設置しております。
特別委員会は、斯かる特別委員会設置の目的に鑑み、上記３．(イ)(Ｄ)1.に記載する条件を満たす、当社取締役会から独立した者からのみで構成
され、また、当社の費用により、独立した第三者である専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得ることができるも
のとしております。
特別委員会は、特別委員会規程に定められた手続に従い、発動事由の該当性等につき評価・検討し、当社取締役会に対する勧告を行います。
当社取締役会は、特別委員会の勧告を 大限尊重し、本プランの発動若しくは不発動、あるいは発動の中止又は撤回を 終的に決定します。
(Ｅ）デッドハンド型・スローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成された取締役会により廃止することができるものとされており、当社の株券等を大量に買
付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、斯かる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能であります。
従って、本プランはデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありませ
ん。また、当社の取締役の任期は１年であることから、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができ
ないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制は、下記のとおりです。
１．適時開示に係る当社の基本姿勢
当社は、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様との信頼関係を構築し当社の価値を正当に評価していただくことをIR活動の
目的としております。そのため当社の実態を正確に認識・判断できるよう情報を公平かつ適時・正確に提供することを基本姿勢としております。
２．適時開示に係る社内体制
当社は広報部を責任部署として、以下の体制により情報開示を行っております。
（a） 決定事実に関する情報
重要な決定事実については、原則として毎月2回開催の定時取締役会において決定するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより
迅速な決定を行っております。決定された重要事実について、株式会社東京証券取引所の適時開示規則に従い、情報取扱責任者を中心に開示
の要否を検討し、開示が必要な場合には、迅速に行うように努めています。また取締役会には監査役が出席しております。さらに、必要に応じて
監査室による内部監査、会計監査人による会計監査及びアドバイスを受けており、正確かつタイムリーな会社情報の開示に努めております。
（b） 発生事実に関する情報
重要事実が発生した場合には、当該発生事実の認識部署から速やかに広報部、リスクマネジメント部他関係部署に情報が連絡され、情報取扱責
任者を中心として、当該事実の内容の確認・検討を行うとともに、取締役会、代表取締役社長へ報告が行われます。発生事実について、適時開示
規則に従い、情報取扱責任者を中心に開示の要否を検討し、開示が必要な場合には、迅速に行うように努めております。また、必要に応じて監査
室による内部監査、会計監査人による会計監査及びアドバイスを受けており、正確かつタイムリーな会社情報の開示に努めております。
（c） 決算に関する情報



財務経理部を中心として経営企画部、広報部と共同で、決算開示資料（決算短信、四半期決算短信）を作成し、取締役会の承認を得て開示を行
います。
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適時開示体制の概要 
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